
彌
冨　
コ
ロ
ナ
前
の
民
間
経
営
下
で
も
、

同
一
業
種
で
２
回
閉
鎖
を
余
儀
さ
れ
た
。

こ
の
現
実
を
当
時
、
市
は
ど
う
判
断
し
た

の
か
。

答
弁　
閉
鎖
の
原
因
は
民
間
企
業
の
経
営

で
あ
り
詳
細
を
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
。
民

間
活
力
導
入
に
よ
り
市
は
大
き
な
効
果
を

期
待
で
き
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

彌
冨　
旧
ゆ
う
ら
く
の
再
開
に
際
し
市
独

自
で
の
経
営
検
討
を
さ
れ
た
の
か
。
何
を

根
拠
に
判
断
さ
れ
た
の
か
。

答
弁　
運
営
業
者
の
提
案
書
を
基
に　

「
持
続
可
能
な
施
設
運
営
・
多
久
市
へ
の

寄
与
・
事
業
計
画
の
妥
当
性
」
の
３
点
を

１１
名
で
審
査
し
選
定
し
ま
し
た
。

彌
冨　
市
民
の
声
は
「
用
事
も
な
く
魅
力

も
感
じ
な
い
・
遠
い
・
昼
食
も
不
可
」等
、

市
民
に
貢
献
し
て
い
る
の
か
。
改
善
の
検

討
委
員
会
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁　
市
民
６5
歳
以
上
と
障
が
い
者
手
帳

交
付
者
に
一
日
一
回
を
限
度
に
入
浴
料
割

引
が
あ
り
ま
す
。
検
討
委
員
会
設
立
は
意

見
と
し
て
聞
き
ま
す
。

彌
冨　
将
来
、
タ
ク
ア
を
次
の
事
業
で
利

活
用
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

①
県
立
大
学
や
学
校
の
誘
致

②
市
庁
舎
及
び
合
同
施
設　

③
研
修
施
設
専
門

答
弁　
観
光
振
興
図
る
こ
と
を
重
点
事
業

と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

彌
冨　
タ
ク
ア
温
泉
事
業
の
継
続
を
す
る

た
め
に
、
市
民
の
声
に
向
き
合
い
、
責
任

あ
る
取
り
組
み
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
弁　
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
会
議
の
場
等

で
運
営
業
者
に
伝
え
て
、
又
、
関
連
し
な

が
ら
今
後
の
企
業
誘
致
と
、
産
業
の
振
興

に
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

香
月　
現
在
の
取
り
組
み
は
。

答
弁　
国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
し
て
い

く
た
め
に
は
、
医
療
費
が
過
大
に
増
え
な

い
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
制
度

の
持
続
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
都

道
府
県
が
主
体
と
な
り
地
域
住
民
の
健
康

維
持
と
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築

に
向
け
た
指
針
や
目
標
設
定
な
ど
を
ま
と

め
た
も
の
が
医
療
費
適
正
化
計
画
で
す
。

現
在
は
平
成
3０
年
度
か
ら
令
和
5
年
度
ま

で
の
６
年
間
を
計
画
期
間
と
し
て
、
第
3

期
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
市
で

は
特
定
健
診
や
特
定
保
健
指
導
な
ど
を
実

施
し
、
健
康
保
持
の
推
進
等
を
図
っ
て
い

ま
す
。

香
月　
直
近
の
受
診
率
と
保
健
指
導
率
は
。

答
弁　
令
和
３
年
度
の
特
定
健
診
受
診
率

は
、
佐
賀
県
平
均
の
3９
・
５
％
に
対
し
多

久
市
は
６０
・
１
％
、
特
定
保
健
指
導
の
実

施
率
は
、
佐
賀
県
平
均
の
６１
・
１
％
に
対

し
多
久
市
は
７5
・
３
％
と
い
ず
れ
の
実
施

率
も
全
国
２
位
と
高
い
実
施
率
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
糖
尿
病
重
症
化
予
防
を

最
優
先
課
題
と
し
健
診
結
果
の
重
症
度
に

関
わ
ら
ず
説
明
会
や
家
庭
訪
問
な
ど
個
別

の
保
健
指
導
も
行
っ
て
い
ま
す
。

香
月　
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
つ
い

て
。

答
弁　
後
発
医
薬
品
使
用
率
の
促
進
を
図

る
た
め
、
被
保
険
者
の
ご
理
解
の
下
、
保

険
証
更
新
時
に
後
発
医
薬
品
を
希
望
す
る

シ
ー
ル
を
配
布
し
意
思
表
示
い
た
だ
く
取

り
組
み
、
後
発
医
薬
品
を
利
用
時
の
自
己

負
担
軽
減
見
込
額
を
差
額
通
知
書
送
付
に

て
知
ら
せ
る
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
他
に
も
、
市
報
な
ど
で
広
報
を
行
い

周
知
に
努
め
て
い
ま
す
。

彌 冨 博 幸 議 員

香 月 正 則 議 員

タ
ク
ア
の
開
業
に
伴
う
多
久
市
や

市
民
へ
の
直
接
的
貢
献
度
は

多
久
市
の
医
療
費
適
正
化
に

つ
い
て

一般質問

　
閉
会
中
継
続
審
査
事
件
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報

告
し
ま
す
。

◆
地
域
公
共
交
通
に
つ
い
て

　

�　
７
月
１２
日
の
委
員
会
で
、
社
会
生
活
に
適
応
し

た
移
動
手
段
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ふ
れ
あ
い
バ

ス
の
拠
点
施
設
が
必
要
で
は
な
い
か
、
新
公
立
病

院
ま
で
の
移
動
手
段
の
確
保
等
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

◆
定
住
対
策
に
つ
い
て

　

�　
多
久
市
独
自
と
思
う
施
策
を
考
え
て
も
ら
い
た

い
、
子
育
て
に
対
す
る
政
策
の
充
実
が
で
き
な
い

か
、
補
助
金
頼
み
で
の
定
住
政
策
に
は
限
界
が
あ

り
、
他
の
切
り
口
で
の
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
８
月
２
日
の
委
員
会
で
は
、地
域
公
共
交
通
、

定
住
対
策
に
つ
い
て
、
担
当
課
よ
り
現
在
の
状
況
に

つ
い
て
数
値
等
を
用
い
て
説
明
を
受
け
、
課
題
や
問

題
点
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
審
査
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

総
務
文
教
委
員
会

審
査
報
告

◆�

多
久
市
職
員
給
与
条
例
及
び
多
久
市
技
能
労
務
職

員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

◆�

多
久
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆�

多
久
市
公
民
館
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆�

多
久
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◆�

佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
以
上
、５
議
案
に
つ
い
て
、慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、

全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

産
業
厚
生
委
員
会

審
査
報
告

◆�

多
久
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施

設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一
致

で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

予
算
特
別
委
員
会

審
査
報
告

◆�

令
和
５
年
度
多
久
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

◆�

令
和
５
年
度
多
久
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆�

令
和
５
年
度
多
久
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆��

令
和
５
年
度
多
久
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　
以
上
、
４
議
案
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た

結
果
、
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。

審 査 報 告

総
務
文
教
委
員
会

閉
会
中
審
査
報
告
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